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議案第４号 

君津市物産館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 君津市物産館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定す

るものとする。 

平成２８年６月３日提出 

                           君津市長 鈴 木 洋 

提案理由 

君津市物産館の指定管理者の団体要件を緩和するため、君津市物産館の設置及び管理に

関する条例（平成８年君津市条例第１号）の一部を改正しようとするものである。 
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君津市条例第  号

   君津市物産館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

 君津市物産館の設置及び管理に関する条例（平成８年君津市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。

 第４条中「物産館の周辺地域の住民の連携及び当該地域の振興を図る目的で設立され

た」を削る。

   附 則

 この条例は、平成２９年４月１日から施行する。
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君津市物産館の設置及び管理に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（指定管理者による管理） （指定管理者による管理） 

第４条 市長は、物産館の設置の目的を効果的に達成するため、法第

２４４条の２第３項の規定により、              

                    法人その他の団体（市

内に事務所等を有するものに限る。）であって、市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）にその管理運営を行わせるもの

とする。 

第４条 市長は、物産館の設置の目的を効果的に達成するため、法第

２４４条の２第３項の規定により、物産館の周辺地域の住民の連携

及び当該地域の振興を図る目的で設立された法人その他の団体（市

内に事務所等を有するものに限る。）であって、市長が指定するも

の（以下「指定管理者」という。）にその管理運営を行わせるもの

とする。 


